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 厚生労働省は 4 月 27 日、「希少がん医療・

支援のあり方に関する検討会」を開催した。

検討会は、希少がん患者が安心して適切な医

療が受けられるよう、適切な標準的治療提供

体制、情報の集約などのあり方について検討

するのが目的で、今回が 3 回目となる。 

 この日は「診療提供体制」、「病理診断」、「研

究開発」などについて、関係者から意見を聴

いた。この中で情報ネットワークの整備とし

て、「希少がん情報センター」構想の提唱、希

少がんの「病理診断コンサルト」を充実する

ことで、予後改善につながる発言などが注目

を引いた。 

 「希少がん医療・支援のあり方に関する検

討会」とは「希少がんの定義」、「情報提供・

相談支援のあり方」などを議題として、希少

がん患者が安心して適切な医療が受けられる

よう、適切な標準的治療提供体制、情報の集

約などのあり方に関する検討を目的とする。 

 希少がん（珍しいがん）とは主に、下垂体

腺腫、聴神経鞘腫、網膜芽細胞腫、ぶどう膜

悪性黒色腫、膵内分泌腫瘍、卵巣胚細胞腫瘍、

有棘細胞がん、菌状息肉症等が挙げられ、一

般的ながんには診療ガイドラインがある一方、

希少がんについては国立がん研究センターで

の治療が一般的となっている。 

 「診療提供体制」については、国立研究開

発法人国立がん研究センター東病院院長の西

田俊朗参考人が、軟部肉腫での各施設病理医

と専門病理医の診断一致性に関してフランス

の例を挙げた。1,463 例を検討したところ、

完全一致 56％、一部不一致 35％、完全不一

致 8％となり、正しい診断にもとづいた適切

な治療が受けられていないと例示し、日本も

例外ではないとした。 

 その上で、情報ネットワークの整備として、

「希少がん情報センター」構想を提唱した。

希少がんの適切で正確な情報を発信し、正し

い診断を補助して望ましい施設に患者を案内

するのを目的とする。主な機能として、（1）

患者・家族、一般医への情報提供（疾患情報、

専門医、専門病院の情報）、（2）病理ネットワ

ークの調整・運営、（3）（地域）希少がんネッ

トワークの補助、（4）診療ガイドライン・診

断基準の作成の補助、などを挙げている。 

 「病理診断」については、東京大学大学院

准教授の佐々木毅構成員が、診断病理医（専

門医含む）を対象に「希少がん病理診断アン

ケート」（有効回答 177 人）を実施した結果

を示した。50％以上の病理医が希少がんとし

てあげた疾患のうち、肉腫では 85％以上の疾

患でコンサルトの必要性を感じているとし、   

希少がんの「病理診断コンサルト」の充実が

予後改善につながるという意見が多かったと

述べた。そのうえで、早期治療には迅速かつ

正しい病理診断が最重要と指摘し、コンサル

テーションの迅速化、充実が求められるほか、

バーチャルスライドを用いた診断支援ネット

ワーク構築も有用とした。 

 「研究開発」については、国立がん研究セ

ンター研究支援センター研究推進部長の福田

治彦参考人が、「希少がん治験・臨床研究ネッ

トワークシステム（仮称）」を国立がん研究セ

ンターで構築に着手していることを紹介した。 
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 厚生労働省は 4 月 28 日、65 歳以上の高

齢者が支払う 2015〜17 年度の介護保険料

が、全国平均で月額 5,514 円になるとの集計

結果を発表した。高齢化による介護サービス

利用者の増加とサービスの充実のため、12〜

14 年度の平均 4,972 円と比べて 542 円

11％）増となった。同省はまた、20 年度に

6,771 円、25 年度には 8,165 円に上昇する

との見込み（推計）も示した。 

 介護保険料は、保険を運営する全国 1,579

の自治体と広域連合が３年ごとに改定してい

る。集計結果によると、全団体のうち 94％が

保険料を引き上げた。高齢化が進む自治体で

引き上げる一方、介護予防の取り組みが奏功

して下げる自治体もある。 

 保険料は、自治体の間で３倍以上の開きが

ある。保険料が最も高いのは奈良県天川村の

8,686 円で、人口に占める 65 歳以上の割合

の推計値が 47％と、全国平均の 27％を大き

く上回っている。福島県飯舘村も 8,003 円に

上がった。最も安いのは在宅介護の多い鹿児

島県三島村の 2,800 円だが、利用できるヘル

パーや施設が不足し、サービス利用が少ない

という悪条件が幸いしているとみられる。 

 介護サービスは、要介護の認定を受けた人

が１割の自己負担で利用し、残りの９割を国

民や企業が払う介護保険料と税負担で賄う。

65 歳以上が払う介護保険料は市町村などが

３年に一度見直しており、制度が始まった２

０00～02 年度から毎回引き上げている。 

 介護や支援が必要だと認定された 65 歳以

上の人は、14 年末で 588 万人と３年前より

も 73 万人増えた。介護サービスの公定価格

は 15 年度に 2.27％下がったが、利用者が増

えた分を保険料の引き上げで賄っている。 

 介護保険料の引き上げは今後も続く見込み

で、今年８月からは年金収入が 280 万円以上

の人の自己負担額は今の１割から２割に引き

上げられる。社会保障の給付が膨らむなか、

高齢者自身の負担も大きくなっている。 

■都道府県別の介護保険料（６５歳以上の平均月額） 

平均保険料（単位円、（）内は改定前と比較の増加額） 

北海道 ５,１３４（５０３） 青森  ６,１７５（６８４） 
岩手  ５,５７４（７２３） 宮城  ５,４５１（６０５） 
秋田  ６,０７８（７４０） 山形  ５,６４４（８６０） 
福島  ５,５９２（８４４） 茨城  ５,２０４（６７６） 
栃木  ４,９８８（５７９） 群馬  ５,７４９（８５６） 
埼玉  ４,８３５（３２９） 千葉  ４,９５８（５３５） 
東京  ５,５３８（５４６） 神奈川 ５,４６５（６７８） 
新潟  ５,９５６（３２２） 富山  ５,９７５（４６２） 
石川  ６,０６３（５１７） 福井  ５,９０３（６３７） 
山梨  ５,３７１（４６１） 長野  ５,３９９（４７９） 
岐阜  ５,４０６（６５７） 静岡  ５,１２４（４１０） 
愛知  ５,１９１（４２３） 三重  ５,８０８（４９４） 
滋賀  ５,５６３（７６７） 京都  ５,８１２（５３２） 
大阪  ６,０２５（７２２） 兵庫  ５,４４０（４５８） 
奈良  ５,２３１（６３９） 和歌山 ６,２４３（７４２） 
鳥取  ６,１４４（７２４） 島根  ５,９１２（５６９） 
岡山  ５,９１４（６９０） 広島  ５,７９６（３８５） 
山口  ５,３３１（３５３） 徳島  ５,６８１（３９９） 
香川  ５,６３６（４４１） 愛媛  ５,９９９（６２０） 
高知  ５,４０６（３８５） 福岡  ５,６３２（４６７） 
佐賀  ５,５７０（４４１） 長崎  ５,７７０（３４９） 
熊本  ５,６８４（５４６） 大分  ５,５９９（２４８） 
宮崎  ５,４８１（３３９） 鹿児島 ５,７１９（７７３） 
沖縄  ６,２６７（３８７）――――――――――――― 
                          全国平均 ５,５１４（５４２） 

医療情報 

ヘッドライン   
     
 

厚生労働省 
 

15 年度から介護保険料１１％増、 
平均月額５,５１４円に 
３倍以上の地域格差広がる 
 

2     
 



 

3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護給付費実態調査は、介護サービスに係る給付費の状況を把握し、介護報酬の改定など、介

護保険制度の円滑な運営及び政策の立案に必要な基礎資料を得ることを目的として、平成 13 年

5 月審査分より調査を実施している。 

 

 各都道府県国民健康保険団体連合会が審査した介護給付費明細書、給付管理票等を集計対象と

し、過誤・再審査分を含まない原審査分について集計している。 

 

 ただし、福祉用具購入費、住宅改修費など市町村が直接支払う費用（償還払い）は含まない。 

 

 

 

１ 受給者数 

 全国の受給者総数は、複数サービスを受けた者については名寄せを行った結果、介護予防サー

ビスでは 1117.6 千人、介護サービスでは 3880.9 千人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営 TOPICS 
       

「統計調査資料」 
抜 粋 

厚生労働省 
2015 年 4 月 23 日公表 

介護給付費実態調査月報 
（平成２7 年 2 月審査分） 
 

 

 
 

調査の概要 

 
 

結果の概要 
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２ 受給者１人当たり費用額 

 受給者１人当たり費用額は、介護予防サービスでは40.7千円、介護サービスでは186.3千円

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 介護（予防）サービス受給者の状況 

 

図１ 要支援状態区分別にみた受給者数（平成26年9月審査分～平成27年2月審査分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 介護予防地域密着型サービス、介護予防居宅サービスを重複して受給した者は、それぞれに計上している。 
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 図２ 要介護状態区分別にみた受給者数（平成 26年 9月審査分～平成 27年 2月審査分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 施設サービス、地域密着型サービス、居宅サービスを重複して受給した者は、それぞれに計上している。 

 

 図３ 受給者数の月次推移（平成 25年 2月審査分～平成 27年 2月審査分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「介護給付費実態調査月報（平成 27 年 2 月審査分）」の全文は、 

当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。 
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精神疾患患者の増加と適切なケアの必要性 
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開業医に必要なうつ病に関する知識 
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 平成 24 年７月、厚生労働省は、地域医療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾病とし

て指定してきた「がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病」の４大疾病に、新たに精神疾患を加え

て「５大疾病」とする方針を決めました。精神疾患が職場でのうつ病や高齢化に伴う認知症の患

者数が年々増加していることを背景に、国民に広く関わる疾患として、重点的な対策が必要と判

断されています。 

疾患別外来等精神患者数のうち、外来及び在宅患者の動向をみると、平成 11 年からの６年間

で最も患者数が増加したのが、躁うつ病を含む気分障害で、その数は 45 万人、平成 17 年にお

ける占有率は 33.3％となっています。次いで、高い増加傾向を示しているのがストレス関連障

害の 16 万人で、いずれもいわゆる現代病といわれる特異性を示しています。 

 また認知症関連疾患は、９万４千人（平成１１年）から 23 万８千人（同１７年）へと増加し、

全疾患の９％を占めています。以降の認知症患者数は飛躍的に増加しており、これまでの国の推

計を 1.3 倍ほど上回る状況で急増していることが確認されています。 

 平成 22 年における認知症患者数は、全人口の 2.1％に当たる 268 万人という驚くべき数を

示しています。増加傾向は今後さらに強まり、人口の減少とも相まって、平成６２年（2050

年）には全人口比 3.6％に相当する 343 万人、実に 26 人にひとりが認知症患者になると予測

されています。 

 

■疾患別外来等精神患者数推移 
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精神疾患患者の増加と適切なケアの必要性 

「４大疾病」に精神疾患を加え「５大疾病」に       
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 平成 21 年 12 月、厚生労働省が３年ごとに実施している患者調査において、抑うつなどの症

状が続くうつ病の患者（躁うつ病を含む）が、初めて 100 万人を超えたことが報告されました。

こうした状況の下、うつ病は現代社会において、多くの患者がある病気として認知されるととも

に、休職制度や障害手当金、障害年金などの受給者数も大幅に増加しています。 

 

■うつ病患者数推移                            （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）急増する新型うつ病の背景 

 従来、うつ病はその症状や病気になる過程によって「メランコリー型」と「双極性障害」に分

類されていましたが、旧来のうつ病に「気分変調症」と「非定型うつ病」を加えた「新型うつ病」

として、４つに分類されるようになりました。 

その主な症状は、以下のとおりです。 

 

①自分の好きな仕事や活動の時だけ元気になる 

②うつ病で休職することにあまり抵抗がなく、新型は逆に利用する傾向にある 

③身体的疲労感や不調感を伴うことが多い 

④自責感に乏しく、他罰的で会社や上司のせいにしがち 

⑤どちらかというと真面目で負けず嫌いな性格 

2 
 
開業医に必要なうつ病に関する知識 

開業医に必要な基礎知識 ～10 年で 2.4 倍となったうつ病      
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 特に「嫌な時だけ気分が悪くなる」「自分でなく他人の責任にする」といった傾向が顕著であ

り、20～30 代前半の比較的若い世代に発症するため、逃避型や回避型とも呼ばれています。

うつ病患者が急増した背景には、従来の診断基準に加えて、気分変調症及び非定型うつ病の診断

基準が加わったことによる基準の拡大が原因として挙げられます。 

 また、これに伴い労働困難者に対する障害年金受給者も増加し、平成 20 年には精神の障害に

よる受給者数が 85 万人となり、障害年金の請求手続きの代理を目的として、社会保険労務士を

訪れる患者も増えています。 

 

（２）メンタルヘルス不調職員も受給できる障害年金 

 障害年金には障害基礎年金（国民年金）と障害基礎年金、および障害共済年金があり、どの障

害年金を請求できるかは、障害の原因となる傷病の初診日においてどの年金制度に加入していた

かで決まります。精神障害の認定基準（国民年金・厚生年金保険障害認定基準）によると精神障

害は、以下のように区分されます。 

 

●統合失調症、統合失調型障害及び妄想障害 

●気分（感情）障害 

●症状性を含む器質性精神障害 

●てんかん 

●知的障害 

●発達障害 

 

 

 

１級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２級 
日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えること

を必要とする程度のもの 

３級 

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要と

する程度の障害を残すもの、および労働が制限を受けるかまたは労働に制限に

制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 

傷病手当金 
労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障

害を残すもの 

 

 このように、うつ病（気分障害）といった精神障害があっても、障害者雇用促進法により障害

者の雇用改善が進められ、就労中でも当該年金は受給が可能となっています。 

 そのため、メンタルヘルス不調で精神障害を発症した職員も、障害年金を受給できる場合があ

ります。 
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リエゾン精神医学（Liaison psychiatry または、Consultation Liaison Psychiatry）とは、

一般の身体医療の中で起こる様々な精神医学問題に対して、医師を含む医療スタッフと精神科医

が協働してあたる治療・診断やシステムです。 

 うつ病や認知症などの精神疾患以外でもこの仕組みが取り上げられており、最近では、がん患

者などにも広く適用されるようになってきました。 

 

（１）地域包括的に対応する精神疾患医療計画 

 厚生労働省は、平成 22 年に公表した精神疾患に関する医療計画の中で、地域包括的に対応す

る重要性を説き、その目指すべき方向を明確に示しています。 

 

■精神疾患患者やその家族等に対する方針 

①住み慣れた身近な地域で基本的な医療やサービス支援を受けられる体制 

②精神疾患の患者像に応じた医療機関の機能分担と連携により、他のサービスと協働することで、

適切に保健・医療・介護・福祉・生活支援・就労支援等の総合的な支援を受けられる体制 

③症状がわかりにくく変化しやすいため、医療やサービス支援が届きにくいという特性を踏ま

え、アクセスしやすく、必要な医療を受けられる体制 

④手厚い人員体制や退院支援・地域連携の強化など、必要な時に、入院医療を受けられる体制 

⑤医療機関等が、提供できるサービスの内容や実績等についての情報を、積極的に公開するこ

とで、各種サービス間での円滑な機能連携を図るとともに、サービスを利用しやすい環境 

 

（２）一般医と精神科医との連携構築事例 

 この医療計画に基づき、うつ病の早期発見と治療推進のため、愛知県精神科病院協会（愛精協）

などは平成 22 年 11 月１日から、地域におけるかかりつけ医と精神科医の連携を強化するシス

テム「あいちＧＰネット」の運用を始めています。 

 例えばうつ病は、その病気の性格上本人に自覚がなく、まず地域医療機関の内科など、かか

りつけ医を受診している傾向があります。「GP ネット」は、かかりつけ医が「この患者は一刻

を争う状態で緊急入院が必要」と判断した場合、精神科専門病院に一斉メールを送信して受け

入れ可能な病院から返事をもらうことができるという、まさに「心と心をつなぐシステム」と

して機能しています。 

レポート全文は、当事務所のホームページの「医業経営情報レポート」よりご覧ください。 
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一般医と精神科医の連携で精神科疾患に対応 

リエゾン精神医学の強化       
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経営データベース  
 

 

医業費用管理項目の着眼点とポイント 
         経費節減対策として管理すべき医業費用項目に関して解説してください 

 

      経費節約対策の決め手は、まず医業収益の伸び率以上に「増加」を示している経費 

     項目に着眼し、コストダウンに努めることです。 

      各項目の具体的な着眼点とチェックポイントは次のとおりです。 

 

1．材料費等に関する項目 

●薬剤購入費（医業収益対薬剤費比率） 

●診療材料費（医業収益対診療材料費比率） 

●給食材料費（医業収益対給食材料費比率、一食当たり単価） 

 これらの項目については、前年実績と対比してその比率の変化を月次単位でチェックする必要

があります。 

 

 

 

 

 

 予算（目標値）をクリアできなかった場合にはその原因について検証する仕組みがなければな

らないことはいうまでもなく、必ず掘り下げたデータに基づく原因分析を行う必要があります。 

 

２．人件費等に関する項目  

●人件費比率       ●労働分配率 

 医業収益に対する人件費比率が人件費比率で、概ね５０％以下が適正値ということができます。

さらに付加価値に対する割合に注目した値が労働分配率です。 

 経営指標として収益性を判断するには労働分配率を管理していく必要があります。 
No. チェック項目 計算式 基準 備考 実績値 チェック欄 

1 人件費率 （人件費/医業収入）×100 50％以下 役員報酬は除く   

2 労働分配率 （人件費/付加価値）×100 80％以下    

 

３．その他の経費 

●検査委託費（対医業収益比率） 

●給食委託費（対医業収益比率、食事療養費比率、１食当たり単価） 

 委託費については、毎年の費用対効果を勘案し、見直しを進める必要があります。漫然と契約

更新するのではなく、かつ単に金額のみによらず、医療サービス体系全般に照らして総合的に判

断して、契約を更新する必要があります。 

nswer 

ジャンル：  診療報酬＞ サブジャンル： 診療報酬適正化 
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経営データベース  

 

  

      院内連携体制の構築ポイント 

院内連携体制の構築ポイントを教えてください 

 

 

 １．コンピュータのシステム管理 

コンピュータ自動チェックシステム活用による入力者判断ミス等を軽減 

 

【具体的項目】 

●初診料算定不可チェック 

●外来管理加算算定不可チェック 

●特殊疾患療養指導料算定不可チェック 

●長期投与不可チェック（向精神薬等） 

●レセプト記載事項の自動化（算定日、部位記載） 

⇒ 診療情報提供料、手術日、処置部位（左右、手、腕、足、指等） 

【医事点数マスターの管理】 

●点数マスター管理者の選任（新規追加項目、点数改定時メンテ） 

●新規採用薬剤、治療材料購入及び価格変更の伝達ルートの確立 

●登録マスターについて、点数区分・解釈を付記し、算定根拠の明確化 

２．チェック表の作成 

●請求漏れの頻度の高いものへのチェックリスト作成による確認励行 

 （即日入院時の初診料、検査・画像診断料の時間外加算、退院時服薬指導料等） 

３．相互チェック体制のルール化 

【医事課内部体制】 

●ダブルチェックシステムのルール化 

【医事課職員のレベルの向上、レセプト作業時の点検業務の軽減】 

【コメディカルとの連携によるチェック体制】 

●薬局薬剤出庫数・使用量とレセプト算定薬剤使用量との集計比較（ＡＢＣ分析） 

●薬剤管理指導料の実施回数と医事課算定回数の集計比較 

●食事療養費算定件数と、給食部門食数チェック 

●外注（院内）検査センターからの請求明細書とレセプト算定回数チェック 

●画像診断造影剤出庫量とレセプト算定数との突合せ 

ジャンル： 診療報酬 ＞ サブジャンル： 診療報酬適正化  
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